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１　パブリックコメントの実施状況

№ 案件名（条例・計画等） 提出期間 担当部署 趣旨・背景 意見結果

1
美幌町過疎地域持続的発展市町
村計画（素案）

令和3年7月1日（木）～
    令和3年7月30日（金）

財務グループ

　美幌町が過疎地域として指定を受けていた、「過疎地域自立促進
特別措置法」が令和３年３月末で期限を迎え、令和３年４月１日よ
り、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が
施行されました。
　美幌町は、この新法でも引き続き、過疎地域として指定を受けるこ
ととなったことから、過疎地域に対する国の財政上の優遇措置を活
用するとともに、人材の確保や育成、雇用の拡充、住民福祉の向上
等を図るため、美幌町過疎地域持続的発展市町村計画（素案）を作
成し、美幌町の持続的発展に向けた取り組みを推進します。

ご意見はありませんでした。

2 美幌町地域公共交通計画（案）
令和3年11月15日（月）～
　　令和3年12月14日（火）

町民活動グループ

　令和２年に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正
に伴い、「地域公共交通計画」の策定が努力義務化され、かつ、国
から補助金の交付を受けるためには「地域公共交通計画」の策定が
必要となったことから、美幌町地域公共交通活性化協議会での協議
を踏まえ、市街地バス路線の見直しやデマンド型交通の導入を盛り
込んだ「美幌町地域公共交通計画」を策定します。

ご意見はありませんでした。

3
美幌町公営住宅等長寿命化計画
（案）

令和4年1月6日（木）～
　　令和4年2月4日（金）

公営住宅グループ

　公営住宅等の長寿命化を図り、中長期的な視点に立ってコストの
縮減と平準化を目指し、老朽化した町営住宅を適切かつ効率的に
再整備するため、平成２８年度に策定した計画を見直し、新たな計
画を策定するものです。

ご意見はありませんでした。

4 美幌町耐震改修促進計画（案）
令和4年1月6日（木）～
　　令和4年2月4日(金）

建築グループ
　地震発生時の被害の軽減と町民の防災意識の向上及び町内の建
築物の耐震診断及び耐震改修を促進することを目的として、平成２
８年度に策定した計画を見直し、新たな計画を策定するものです。

ご意見はありませんでした。

美幌町パブリックコメント手続条例に係る令和３年度の実施状況結果について

1



№ 案件名（条例・計画等） 提出期間 担当部署 趣旨・背景 意見結果

5 第6次美幌町農業振興計画（案）
令和4年1月11日（火）～
    令和4年2月9日（水）

農政グループ

　農業の役割や期待を踏まえつつ、情勢の変化や課題に対応し、将
来に向けて持続的に発展していけるように、平成２９年４月に策定し
た第５次美幌町農業振興計画の理念を踏襲するとともに、第６期美
幌町総合計画の基本目標の実現に向けた施策を示し、美幌町の農
業の維持・発展に向けて取り進めるために第６次美幌町農業振興計
画を策定するものです。

ご意見はありませんでした。

6
美幌町社会教育施設等長寿命化
計画（案）

令和4年1月20日（木）～
    令和4年2月18日（金）

社会教育グループ

　美幌町では人口減少・少子高齢化社会を迎える中、これまでに整
備してきた公共施設の老朽化が進み、近い将来に多くの施設が一
斉に更新時期を迎え多額の維持・更新費用が必要となることから、
将来の公共施設の在り方について長期的な視点で計画的かつ効率
的な配置を目指すことを目的とした「美幌町公共施設等総合管理計
画」を平成29年3月に策定しています。
　本計画は、この総合管理計画にも掲げられている公共施設等にお
ける具体的な対応方針を定める「個別施設毎の長寿命化計画（個別
施設計画）」をできるだけ早期に策定するよう国から働きかけが来て
いることなどを踏まえまして、これからの社会教育施設等の在り方に
ついて考えるための行動指針として策定するものです。

ご意見はありませんでした。

7
第8次美幌町社会教育中期計画
（案）

令和4年2月12日（土）～
　　令和4年3月13日（日）

社会教育グループ

　美幌町教育委員会では、社会教育の推進にあたり6か年ごとに社
会教育中期計画を策定し、美幌町教育目標実現のため社会教育、
スポーツ振興、博物館、図書館の各課が事業を推進しています。
　現在の第7次美幌町社会教育中期計画が令和4年3月31日をもっ
て計画期間を終えるため、新たに第8次美幌町社会教育中期計画を
策定しようとするものです。

2件のご意見をいただきました。

8
美幌町一般廃棄物処理基本計画
（案）

令和4年2月25日（金）～
    令和4年3月26日（土）

環境衛生グループ

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の規定に基づき、本
町での一般廃棄物の発生量や処理量の見込み、ごみの減量・資源
化施策の見直しなど、将来の課題に向けた「美幌町一般廃棄物処
理基本計画」の策定について検討してまいりました。このたび、計画
(素案)がまとまりましたので、これを公表し、町民の皆様からご意見
を募集するものです。

1件のご意見をいただきました。

2


